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令加 ８年度　Ｑ益財回法人　日本教育む務員５ム済会　本部Ｘび愛媛支部

奨学事業　大学給付奨学ｔ（予約型） 募集要項

大学生を対象 とする奨学給付は、公む財団法大日 本教育公務員弘済会（践下 「当 会と いう 。」）

の定款第 ４条に定める 「青少年の健全な育成に資するため、有為の学生 ・生徒に対する奨学資

奈の給付」を行う 事業です。令和８ 年度は、 下記要項のと おり 実施 しま す。

１。 主催　ぬモａｎオ篦缶人　日本鴦塰庭務Ｈリム儁会　本部‾攷び愛媛支部

２。 給付要件

（１）奨学奈給付の趣翕

修学意欲があ りながら学資奈の支払いが特に困難と認められる者に対して、 返還義務のない

奨学金を給付 し、 大学への■学‾攷び修学の継続を支援し ます。

（２）本事業が求める学生像

将来社会の発展に貢献したいと いう 高い志の もと、自 らの夢や 目標を明確に もち、その実現

に向け学び続ける人

（３）応募（推薦）資格要件

奨学金を給付する募集対象者は、次の全ての要件を満たす者と します。

①■媛県内の 高黔怦校黔の祐築、学年又 は‾孤７ｙＶ゙Ｖネ校第３ 学年 に粧学し 、をｍの 国む私べＬ

大学 （通信教育の学部 ・毳程、 短期大学、大学校は対象外）に進学を目指す生徒とし ます。

高等学校等は、高等学校全 日制毳程 ・回定時制曩程・ 回通信制毳程、中等教育学校の後

期ＪＲＩ 、特ｙＪ ・」 支援学校の高等部 （高等特別支援学校をきむ）、 専修学校の高等ほ程及びぎｉ

会が特に認める学校と します。

②家隹の事情 によ りすき支弁困難（ 回一生歙のＪＩ又人台 計奈額４００ 万［ｒ］ 未満）と 混め られ、

かつ修学意欲に富み、 かつ学業を継続できる と在学する高等学校等の校長の推薦を受け

た生徒（１校 １もまで）と します。

③在学聊禺に おけ る堡イ本 の学鵞成纎の へ犬獸（售定平鞆嗷） が４ ．０ 践上の生 徒、 又は特ＭＩＬ支

援学校高等部にあっては校長が同程度の学力があると認める生徒と します。

３。 募集人数　 ４も

４。 給付奈額　奨学生一人に対し日額 ３万円を給付します。



５。 給付期翫　在学する大学のｉＥ規の最短修業期間と し、 上限を４ 年笥とし ます。

（４ 年制、６ 年制を問わず、入学１ 年目から ４年 目までを上限）

６． 交付時期　奨学兔。は、 入学後の ５Ｊミ１ ・Ｕ］・ １０ Ｊ」 ・１　ＪＩ に３ かＪ」分ずつ奨学生ぞｌ義の口座

に振込みます。（ ５ＪＩは ４ＪＩ～ ６Ｊヨｊ 分を振込む）

７。 募集期間

令和 ７年 ５Ｊｊ　１日　 ～　 令和 ７年 ６　ＹＸ　３０　日まで（締切厳守、必着）

８。 スケジュール

令和 ７年 Ｉ　ＹＸ頃　　第一次選考を行います。選考結果を支部長か ら在籍する校長に通知 しま

す。

令和 ７年 ８　圦頃　　第二次選考を行い ます。

令和 ７年 １１ ＶＸ頃　選考結果を支部長から在籍する校長に通知し、高等学校等にて校長から生

徒本人に採篦Ｎ大丿定ｊｍ知書を手交します。

令和 ８年 ５日 頃　　 大学の在学証明書によ り在学を確認した後、 採Ｈｊ決定盍知書を送付し送

奈を現始 します（在学証回書が期日 までに提ｍされない場合は、辞退され

たも のと 見な しま す）。

９． 提出書類

（１）応募時

①大苛給イ才・学生（ ニ孚苳が）中嘉書

②申請考情報‾攷び身ニ比保簑大貪訖書

③懾大纎報の取扱 いに 関す る回意書

④ｍ帯兔員の所加示Ｘ書［ 雅］匙年きの もの）

⑤大萍給付顋萍生 （予 がＪ や） 推愾書

⑥成殱証獸書 （高等怦校等の敖近ま での 成縦）

なお、直近までの成績証明書と は、 高等学校等第 ２学年３ 学期までの成績と します。

（２）採ＨＩ 内定後（大学入学後）

①ますした大学の在学を明書

②「大萍給付・学生」 誓お書

③大学給付戻Ｅ学生兔棄匹目座振心奥、書

④

（３）在学期間中

①を捗状筑報肖書 （苛年毎）

②在学証回書 （苛年毎）

③異動報告書 （異動顫）

④成・報肖書 （給付鐡了判）

・（１） ～（３） の提ｍ書類は返却いた しません。



〈個人情報の取扱いについて〉

・申請書等に記入された個人情報は、選考及び選考結果の通知のために使ｍ しま す。

１０．書類提ｍ先

公益財団法大 日本教育公務員弘済会愛媛支部

予７ ９０ －８ ５４５

愛媛県松日」市祝谷町１－５－３３

Ｔ　Ｅ　Ｌ　：　０８ ９－ ９３ ２－ ８３ ５８　　　 Ｆ　Ａ　Ｘ　：　０８ ９－ ９３ ２－ ８３ ５７

Ｅ－ｍａ ｉｌ　 ｅｈ ｉｍｅｏ ｎｉ ｋｋｖｏｋｏ．ｏ ｒ． ｊＤ

１１．選考の基準‾仮、び選考の手順

（１）選考の基準

①給付の心が性１　在学校長 の推凰書黔に 奨学生に ふさ わし い人勁で ある と售イ卷されてい

ること

②給付の心要性２　家隹の事情に より 学９ま：弁鴇難と ２め られ ること

③奨学生 イＲ ネｔｌｉきの修学意欲　 向上心に富み、かつ修学意欲がきじ られ ること

（２）選考の手順

＜第一次選考＞　 支部選考委員会による書類選考

①申請書等に よる 資お ガイ牛の確瓷

②苛脂、］夊弁の 鴇難曵の確ミ

③成齏、の確訖

④修学ｊ：欲 の確訖

①～④の を台 皐｜』定 によ り‾刄を人数 に尨干も を加 えた 人数 を第一次四ぶとし て選考し

ます。

＜第二次選考＞　 第一次候補者を対象に、支部選考委員会によ る面接選考

①本大‾瓦び申請書記載事‾甄の確２

②修学意欲の確懾

①～②に より 第二次恢拙者 （次点の恢拙者含む） としてきオし、本屆に当落長ちで推薦し

ます。

１２．結果のミ知と奨学生の採Ｈ］ 肖丿定

支部長の推薦を受けミ事長が採用［大丿定者 （次点の候補者含む） を決定し ます。選考の結果に

ついては、支部長から 校長に３知すると とも に、 高等学校等において校長か ら生徒本人に採ルｊ

内定通知書を手交 しま す。 なお、次点候補者には次点候補者通知書 を、 不採Ｈｊ 者に は選考結果

通知書を校長から手交します。

採ｍ内定者が大学に入学しない場合には、校長が速やかに本人から の辞退届を支部に提ｍし

ます。支部は次点の候補者に連絡し、奨学奈の給付を受けるか どう か八び大学への入学の有無



を確認し ます。次点の候補者が給付奨学金を受ける場合に は、 校長にその旨ミ知する とと もに

申請者本人に採ＪＴｊ ［大１定蕘知書を もっ て瀧知し ます。

次点候補者が不採ＨＩ の場合に は、 校長にその回通知する とと もに、申請者本人に次点候補者

不採Ｈｊ 通知書をもって通知します。

１３．奨学生の採Ｍミ１決定

‾ミ事長は採Ｊ１１内定者から提ｉされた書類を確認し、 採Ｈ］を決定します。

その結果については、 支部長を通じて校長にその旨通知すると とも に、 本人に採ＪＩ］決定Ｒ知

書をもって通知します。

１４．奨学生の採Ｈｊ 決定後の義務

①戛学生 は、 觜年ま４　Ｊ１　２０　日までに在学を明書・ ま捗赤、況報告書 を］たぶ長に皿します。

②奨俘生 は、 ４年 回の給付が鐡了す る年き末 まで に成果報肖書 を支ち長 に提ｍし ます。

③■学生又はを元保を人は、践下の場台 に叉動報も書 を岑ユ長経［ｔ］ でミ事長 にＳ ｉし ます。

ア　 奨学生が休学、復学、 転学、留年、 留学叉は退学したとき

イ　 奨学生が停学、その他の処分を受けたとき

ウ　 奨学生が死亡したとき

工　 奨学生が住所、電話番号、 お前を変更したとき

④生学生 は、 当包本菰が実施するセ ミナー等に参加し ます （オ ンラ イン回催の場台も あり

ます ）。

１５．奨学金の返還と廃止

奨学生が次の事項のいずれかに該肖 した とき は、 既に給付 した奨学金の全部叉は一部を返還

させるこ とができるこ とと し、 践後の給付を廃止します。

①■ネ奈 を紫、イ才目 白Ｗ、夕いこ イｔｍし たとき

②き りの 申請その他不 ‾ＶＥな手覽によ って給吭を・ けた とき

③休苛、 鰕俘又は留年の理 ［ＸＸが適リＪで はな いと 牛｜］籥されたとき

④在苛する大学で処分を・ け、 学籍を失った とき

⑤その他寳牛生と してｊリＪで はな いと 努漸されたとき

１６．奨学奈の併鴇

当会の貸与奨学奈及び他の企業 ・団体等の奨学奈 との併Ｈｊも ‾僞とし ます。

１７．そ の他

※この事業は令和 ５年度か ら令和８年度までの４年間に限り行う予定です。

※採ナ↑］・ 不採Ｈ］ のＪｌｍ等については一切回答しません。

ｙ
ｘ


